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証券コード 7043
2020年３月12日

株主各位

東京都千代田区九段北一丁目13番５号

アルー株式会社
代表取締役社長 落合文四郎

　

第17期 定時株主総会 招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第17期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた
だき、2020年３月26日（木曜日）午後５時までに到着するようご送付くださいますようお願い
申し上げます。

敬具記
１．日 時 2020年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号 ホテルグランドパレス３階「牡丹の間」
３．目的事項
報告事項 １．第17期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第17期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件
以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
当日ご出席の方へのお土産のご用意はございません。予めご了承ください。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別注記表」につきましては法令及び定款
第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.alue.co.jp/ir/）に掲載しておりますので、本招集
ご通知には掲載しておりません。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.alue.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）
事 業 報 告

〔2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで〕

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善し、景気は緩やかな回
復基調が続いているものの、米中貿易摩擦やそれに伴う中国経済の減速、イギリスのEU離
脱など、経済の先行きが不透明な状況が続いております。
当社グループが属する、国内の人材育成を取り巻く環境は、企業の積極的な採用活動が継

続される傍ら、採用市場は人材不足による、売り手に有利な環境が続き、優秀な人材の確保
が各社難しく、社内での教育により人材を育成しようという意欲が高まっております。
そのような中、当社グループは「教育×AI」をテーマに、AIを活用し個別最適化された社
会人向けの教育サービスの提供に邁進してまいりました。さらに、2019年８月に譲受した
クラウド型eラーニングシステム「etudes」の事業の円滑な立ち上げと拡大に注力してまい
りました。
なお、当社グループは、人材育成事業の単一の報告セグメントでありますが、経営成績の
概況についてはセグメントに代えてサービス別に記載しております。

<教室型研修>
教室型研修の当連結会計年度における売上高は、前述の人材育成に関する企業の注目の高
まりを受け堅調に推移いたしました。毎年4月〜5月に実施される「新人・若手領域」の研
修の実施ほか、管理職向けトレーニングプログラムの充実を図るためラインナップを刷新す
るなど、働き方改革、生産性向上、部下の多様化（シニア層の再雇用、多国籍社員の雇用、
勤務時間・勤務場所の多様化）に適応できる管理職育成コンテンツの開発に取り組んでまい
りました。
　以上の結果、教室型研修の売上高は、1,908,478千円(前連結会計年度比7.2％増)となり
ました。

<海外派遣型研修>
　グローバル人材として必要なマインドやスキルの習得を促すため、海外現地での研修を実
施している海外派遣型研修の当連結会計年度における売上高は、大口顧客のリピートでの受
注や法人向け「ＡＬＵＧＯ」から研修を海外派遣型研修へ変更した顧客の影響もあり好調に
推移いたしました。
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　以上の結果、海外派遣型研修の売上高は、223,632千円(前連結会計年度比17.2％増)とな
りました。

<海外教室型研修>
　当社の子会社が現地法人向けに教室型研修を提供している海外教室型研修の当連結会計年
度における売上高は、シンガポール子会社において実施した、シンガポール国民向け研修プ
ログラム（Workforce Skills Qualification）のラインナップの拡充等の結果を受け、堅調
に推移いたしました。
　以上の結果、海外教室型研修の売上高は、125,086千円(前連結会計年度比15.9％増)とな
りました。

<法人向け「ＡＬＵＧＯ」>
　企業に所属する社会人の方向けに提供する携帯電話によるビジネス英会話サービスと、フ
ィリピン子会社の拠点に長期間滞在し現地ネイティブのコーチによる実践的な会話力を身に
付けていただく「ＡＬＵＧＯ ＢＯＯＴ ＣＡＭＰ(以下：ABC)」を提供している法人向け
「ＡＬＵＧＯ」の当連結会計年度における売上高は、ABCでのレッスン実施を海外派遣型研
修へ変更した大口顧客の影響もあり、前年を下回り推移いたしました。
　以上の結果、法人向け「ＡＬＵＧＯ」の売上高は、176,402千円(前連結会計年度比4.8%
減) となりました。

<etudes>
　2019年8月に事業譲受を行ったクラウド型eラーニングシステム「etudes」の当連結会
計年度における売上高は、2019年９月より当社での営業を開始し、4か月という短い期間
ながら順調に推移いたしました。また、既存顧客の引継ぎによる事業運営だけでなく、シス
テムの改善などに取組み、サービスの向上に努めました。
以上の結果、「etudes」サービスの売上高は、45,835千円となりました。

<個人向け「ＡＬＵＧＯ」>
　当社が個人の方向けに提供している、英会話モバイルマンツーマントレーニングサービス
である個人向け「ＡＬＵＧＯ」の当連結会計年度における売上高は、携帯電話を使用し、AI
を活用した個別最適化された学習プログラムの提供を通し顧客満足度の向上に努めてまいり
ましたが、第１四半期におけるサービスラインナップ刷新後のサービス立ち上がりの遅れの
影響もあり、前年を下回り推移いたしました。
以上の結果、個人向け「ＡＬＵＧＯ」の売上高は、30,499千円(前連結会計年度比25.5%
減) となりました。
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　また、当連結会計年度は、将来の事業拡大を見据えた営業人員やカスタマイズ要員等の拡
充を行った結果、売上原価や販売費及び一般管理費において人件費が増加しております。
　さらに、「etudes」サービス営業開始に伴うシステムの改善の取り組み等によりシステム
利用費が増加したほか、取得費用としてアドバイザリー費用等で13,870千円を計上してお
ります。
　一方で、前連結会計年度に営業外費用として計上していた、新規上場のための株式交付費
や株式公開費用が発生いたしませんでした。
　これらの結果、当社グループの当連結会計年度における業績は、売上高2,509,933千円
(前連結会計年度比8.9％増)となり、営業利益165,859千円(前連結会計年度比9.8％減)、経
常利益160,808千円(前連結会計年度比5.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は
115,728千円(前連結会計年度比20.6％増)となりました。
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（２）設備投資等の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は、38,517千円(無形固定資産を含む)となりました。
主な内訳は、教室研修の受講者の研修後フォローシステムの導入及び管理職向け研修の教材
コンテンツ制作となります。
　

（３）資金調達の状況
　該当事項はありません。

（４）他の会社の事業の譲受けの状況
　当社は2019年８月31日を効力発生日として、株式会社D2Cよりクラウド型eラーニング
システム「etudes」事業を譲り受けました。
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（５）財産及び損益の状況
期別

項目
第14期

（2016年12月期）
第15期

（2017年12月期）
第16期

（2018年12月期）
第17期

（2019年12月期）
売 上 高 1,788,146千円 1,913,425千円 2,305,307千円 2,509,933千円
経 常 利 益 68,173千円 129,307千円 152,981千円 160,808千円
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 47,724千円 75,811千円 95,980千円 115,728千円

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 金 額 22.06円 35.00円 43.92円 45.68円

総 資 産 978,361千円 975,784千円 1,415,711千円 1,283,814千円
純 資 産 339,776千円 419,589千円 998,719千円 1,055,125千円
１ 株 当 た り 純 資 産 156.85円 193.69円 390.98円 419.07円
（注）１．当社では、第16期より連結計算書類を作成しているため、第14期、第15期については連結財務諸

表の数値を記載しております。
　 ２．１株当たり当期純利益は期中平均株式数により、１株当たり純資産は期末発行済株式数により算出

しております。
３．当社は2018年９月11日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第14期の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定し
ております。

（６）重要な親会社及び子会社の状況
ａ．親会社の状況
　該当事項はありません。
ｂ．子会社の状況

名称 出資比率 主要な事業内容
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司（中国） 100％ 人材育成事業
Alue India Private Limited（インド） 100％ 人材育成事業
ALUE SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール） 100％ 人材育成事業
ALUE PHILIPPINES INC.（フィリピン） 100％ 人材育成事業
ALUE TRAINING CENTER, INC.（フィリピン） 40.0％ 人材育成事業
（注）ALUE TRAINING CENTER, INC.は、当社の出資比率は40.0％でありますが、支配力基準の適用により

連結子会社としております。
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（７）対処すべき課題
当社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます- all the
possibilities -」というMissionに基づき、様々な業界、企業で活躍する人材を人材育成事業に
よって支援しております。
多くの企業において人材育成の必要性は認知されており、市場規模は安定的ではあるもの
の、投資対効果が見えづらいために、大きく成長する市場ではありませんでした。しかし、労
働人口の長期的な減少を背景とした、労働生産性向上のニーズの高まりや、AI技術の革新によ
る人の付加価値向上ニーズによって人材育成業界への期待は高まっています。この期待に応え
るには『育成の成果』を明らかにし、より大きな投資に見合うサービスであるという認知の獲
得が最重要課題と認識しております。
当該課題認識の下、対策として以下の施策を実施してまいります。

１．育成成果施策
当社は投資対効果を明らかにする育成の成果の可視化だけでなく、育成の成果を最大化す
るために、蓄積された測定データを活用し、顧客企業ごとに最適化されたサービス提供が必
要と考えております。
そのために当社は、顧客ニーズに沿ったカスタマイズが必須であると考え、カスタマイズ
チームを持ち、蓄積されたノウハウやデータを活用して、顧客企業の課題を解決する育成ソ
リューションを今後も提供してまいります。
当連結会計年度におきましては、研修後、職場において受講生が自分の力で経験から学習
し、成長を続ける力である自己成長力を高めることを目的とした WEB サービスの「自己成
長力支援サービス」のリリースや、研修後の行動実践を促して振り返りによる改善を支援
し、受講生・運営管理者にとっての「手軽さ」を追求した WEB サービスである「アクショ
ンプラン実践支援サービス」などのリリースを通し、研修期間だけで受講生との関わりを終
わらせるのではなく、配属後の成長までを視野に入れ、受講生の行動変容を支援すること
で、顧客企業の課題の解決に尽力してまいりました。
今後もこのような、顧客企業ごとに個別最適化された育成ソリューションを通し、育成の
成果の最大化を実現するためにソリューションに対する研究開発活動に重点投資してまいり
ます。
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２．販売の拡大
当社は、大手法人顧客向けに育成ソリューションを提供しておりますが、今後さらに成長
を続けるために、新たな販路の開拓や、既存顧客へのクロスセル等を用いた販売の拡大が重
要であると認識しております。
そのため、当社は当連結会計年度においてクラウド型eラーニングシステム「etudes」を
提供するetudes事業を譲受し、当社の既存顧客への「etudes」の販売だけでなく、当社に
とって新たな顧客を獲得し、既存事業とのシナジーの最大化に努めてまいりました。
また、課長級以上を対象としたトレーニングプログラムのリニューアルを行うなど、これ
まで当社の強みであった、新人・若手領域に加え、管理職層に向けたコンテンツの開発に注
力し、新たな領域拡大に邁進してまいりました。
一方で、当社の強みである、新人・若手領域以外の領域や、eラーニングを取り巻く環境下
では、当社の知名度の向上が急務となっており、今後も認知の拡大を図る施策や、有力な提
携先との戦略的な提携の模索をするなど、販売の拡大を目指し、事業に邁進してまいりま
す。

３．人材育成、生産性の向上
当社は、市場の動きや顧客のニーズを汲み取り、お客様ごとに異なる経営課題を分析する
ことで、課題解決に結びつく研修の実施や事前事後の施策などの組み合わせによる最適なソ
リューションを提供することを目指しております。
当社は、当社人材の知識やノウハウの蓄積及び中長期にわたる業務習熟度の向上を図り、
お客様にとっての最適なソリューションの提供を実現するため、人材の育成、生産性の向上
が取り組むべき課題であると認識しております。
人材の育成につきましては、当社の営業部門に求められる、お客様のニーズの深掘りを実
施し課題を抽出する力や、カスタマイズチームに求められる、お客様の課題を解決するため
の力、具体的には、最適な研修プログラムの開発能力及び事後施策等の開発能力並びに多種
多様な育成に関する知識やノウハウを持った人材の育成が必要であると認識しております。
これまで当社は、上記の能力を持った人材の育成のために、階層別の研修や管理職研修を
継続的に実施することで、早期の戦力化を実現する人材の能力向上に取り組んでまいりまし
たが、当連結会計年度の新たな取り組みとして、若年層の獲得と定着を目指し、若手向けの
社宅制度を導入するなど、福利厚生の充実を図り、ノウハウの流出を防ぐとともに、若手人
材の育成に努めました。
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また、習熟した人材を増やす取り組みとして、「熟達度認定制度」を導入し、マネジメント
層からのナレッジを社内のカスタマイズ人材へ教授し、浸透させるための取り組みを強化し
てまいりました。
また、生産性の向上の一環として、外部講師に係る情報を販売管理システムにて一括管理
を行うためのシステム開発を行い、これまで担当者に依拠した管理及び作業を一元管理のも
とシステム化することで生産性の向上並びに顧客の価値創出に直接関わる業務配置転換など
を実施いたしました。
今後も当社は、生産性のさらなる向上に向け、業務フローの見直しや定型業務のシステム
化を実施し、顧客の価値創出に直接関わる業務への選択と集中を行ってまいります。

４．内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実
当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上のため、内部管理体制の充実が不可欠で
あると認識しており、役職員のコンプライアンス意識の向上、当社連結子会社ならびに各事
業の取引態様に即した内部管理体制を構築するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化
に取り組んでまいります。
今後は、上記に加え、情報セキュリティ関連システムを中心にデータを安全で効率的に管
理する体制の強化を更に進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（８）主要な事業内容
　法人顧客の従業員に対する、「人材育成事業」を行っております。
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（９）主要な営業所（2019年12月31日現在）
名称 所在地
本社 東京都千代田区九段北一丁目13番５号
関西支社 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番18号
名古屋支社 名古屋市中区錦二丁目19番１号
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司（中国） 中華人民共和国上海市
Alue India Private Limited（インド） Gurugram Haryana India
ALUE SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール） NORTH BRIDGE RD Singapore
ALUE PHILIPPINES INC.（フィリピン） Makati City Philippines
ALUE TRAINING CENTER, INC.（フィリピン） Makati City Philippines

（10）従業員の状況（2019年12月31日現在）
期末従業員数 前連結会計年度末比増減
193名 22名増

（注）上記従業員数には、使用人兼取締役及び臨時雇用者数（パートタイマー及び派遣社員）は含まれており
ません。

（10）主要な借入先（2019年12月31日現在）
借入先 借入金残高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 35,512千円
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 25,000千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 14,300千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,628千円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2019年12月31日現在）
　株式の状況
ａ．発行可能株式総数 普通株式 8,000,000株
ｂ．発行済株式の総数 普通株式 2,554,400株
ｃ．株主数 1,688名
ｄ．大株主

株主名 持株数 持株比率
落 合 文四郎 802,000 株 31.9 ％
株式会社フォーティーシクサーズ 442,200 株 17.6 ％
池 田 祐 輔 88,500 株 3.5 ％
アルー社員持株会 78,359 株 3.1 ％
稲 村 大 悟 62,000 株 2.5 ％
田 中 英 範 29,025 株 1.2 ％
伊 藤 孝 郎 29,000 株 1.2 ％
平 野 幸 子 28,427 株 1.1 ％
水 戸 圭市郎 27,100 株 1.1 ％
株式会社SBI証券 25,651 株 1.0 ％
（注）１．当社は自己株式36,600株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　 ２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　 ３．小数点第１位未満を四捨五入して表示しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度の末日において、当社役員及び従業員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権の状況
新株予約権の名称 第５回新株予約権 第６回新株予約権
発行決議日 2016年12月22日 2017年12月19日
新株予約権の対象者 当社の取締役及び従業員 当社の取締役及び従業員
新株予約権の数 508個 146個
新株予約権の目的となる株式の種類と数 当社普通株式 50,800株 当社普通株式 14,600株
新株予約権の払込金額 無償 無償
権利行使時１株当たりの行使金額 500円 500円

権利行使期間 2018年12月23日から
2026年12月22日まで

2019年12月20日から
2026年12月22日まで

新株予約権の行使の条件 （注１） （注１）

役員の保有状況
対象者 取締役（注２） 取締役（注２）
新株予約権の数 420個 69個
保有者数 1人 1人

（注）１．行使の条件は以下のとおりです。
①対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にある
ことを要する。
②前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予
約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

２．社外取締役及び監査役は新株予約権を保有しておりません。
３．当社は2018年９月11日付で普通株式１株につき普通株式100株とする株式分割を行っており、上
記記載の「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「権利行使時１株当たりの行使金額」は調整
後の内容となっております。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　 該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 落 合 文四郎

取 締 役 池 田 祐 輔 執行役員 商品開発管掌

取 締 役 稲 村 大 悟 執行役員 コーポレート管掌コーポレート部長

取 締 役 西立野 竜 史 株式会社NEUTRON 代表取締役社長

監 査 役 神 沢 學

監 査 役 富 永 治 公認会計士富永治事務所 所長

監 査 役 和 田 健 吾
株式会社エイ・アイ・パートナーズ 代表取締役
エイ・アイ・パートナーズ税務会計事務所 代表
株式会社じげん 監査役

（注）１．取締役西立野竜史は、社外取締役であります。
２．監査役神沢學、富永治及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．当社は取締役西立野竜史、監査役神沢學、富永治及び和田健吾を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役神沢學は、上場企業において、長年の経理経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。監査役富永治は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有するものであります。和田健吾は、公認会計士及び税理士の資格を有して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入してお
ります。上記の取締役兼執行役員を除く執行役員は１名で高木康平です。

（２）責任限定契約に関する事項
　当社は社外取締役および監査役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償限度額
は、同法第425条第１項で定める額を損害賠償責任の限度としております。
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（３）取締役及び監査役の報酬等の総額
人数 報酬等の総額

取締役
（うち社外取締役）

４名
（うち １名）

57,579千円
　（うち4,500千円）

監査役
（うち社外監査役）

３名
（うち ３名）

13,608千円
（うち13,608千円）

（注）１．取締役の報酬限度額は、2017年３月29日開催の定時株主総会において、年額１億円以内（うち社
外取締役分2,000万円以内）と決議されております。

２．監査役の報酬限度額は、2017年３月29日開催の定時株主総会において、年額2,000万円以内と決議
されております。

（４）社外役員に関する事項
ａ．重要な兼職先と当社との関係

区分 氏名 兼職先 兼職内容 当社との関係
取締役 西立野竜史 株 式 会 社 N E U T R O N 代表取締役社長 特別の関係はありません。
監査役 富永 治 公 認 会 計 士 富 永 治 事 務 所 所 長 特別の関係はありません。

監査役 和田 健吾

株式会社エイ・アイ・パートナーズ 代 表 取 締 役

特別の関係はありません。エ イ ・ ア イ ・ パ ー ト ナ ー ズ
税 務 会 計 事 務 所 代 表

株 式 会 社 じ げ ん 監 査 役

ｂ．当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役 西立野竜史
当事業年度中に開催された取締役会17回のうち全て出席し、主に出身分野である戦
略コンサルティングファームを通じて培ったコンサルタントとしての経験と経営に関
する幅広い知見から適宜発言を行っております。

監査役 神沢 學
当事業年度中に開催された取締役会17回のうち全て、監査役会17回のうち全て出席
し、主に上場企業における長年の経理、監査の経験と専門的知見から適宜発言を行っ
ております。

監査役 富永 治
当事業年度中に開催された取締役会17回のうち全て、監査役会17回のうち全て出席
し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行って
おります。

監査役 和田 健吾
当事業年度中に開催された取締役会17回のうち全て、監査役会17回のうち全て出席
し、主に公認会計士および税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜
発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社現行定款第24条の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。
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５．会計監査人に関する事項
　会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称
　有限責任 あずさ監査法人

（２）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
　イ．公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
　ロ．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額

16,875千円
―千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,875千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、イ．の金額にはこれら
の合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適
切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いた
しました。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨及びその理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
（１）業務の適正を確保するための体制
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．取締役及び使用人が法令や社会的規範を遵守し、事業活動を遂行するための行動規範と
して、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、法令遵守の徹底を図る。
ｂ．法令及び定款等の遵守体制の確立、維持、向上のための活動を推進する「リスク・コン
プライアンス等管理委員会」を設置する。
ｃ．取締役及び使用人に対して継続的なコンプライアンス教育を実施する他、社内イントラ
ネットへ規程やマニュアル等を掲示し、遵守すべき法令及び定款等の周知徹底、コンプラ
イアンス体制の整備、充実を図る。
ｄ．内部通報制度を整備し、取締役及び使用人が報告、相談できる内部通報窓口を社内及び
社外に設置し、法令違反及び不正行為等を早期に把握、改善し、再発防止に取り組む。
ｅ．内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社における業務遂行及びコ
ンプライアンスの遵守状況を監査し、監査結果を代表取締役社長に報告する。
ｆ．反社会的勢力への対応について、方針及び規程を定め、警察、弁護士等の外部専門機関
と連携し、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための組織体制を確保する。
ｇ．財務報告の信頼性を確保するために、内部統制体制を整備するとともに、継続的にその
有効性を評価し、維持、改善を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報は、法令及び当社の「文書管理規程」、
「情報セキュリティ規程」等に基づき、文書又は電子媒体に記録し、保存及び廃棄する。
ｂ．文書、情報の管理責任部署は、社内規程の定めるところとし、取締役及び監査役は、こ
れらの情報、文書を常時閲覧できる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．リスクマネジメント体制の確立・維持・向上のため、「リスク・コンプライアンス規程」
を制定し、リスク・コンプライアンス等管理委員会を設置する。
ｂ．リスク・コンプライアンス等管理委員会は、全社的なリスクを統括的に管理し、想定さ
れるリスクの特定、評価を行い、対策を講じるリスク及び対応部署を決定し、組織的対応
を推進する。
ｃ．緊急事態が発生した場合は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、対策本部を
設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
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ｄ．内部監査部門は、当社及び子会社におけるリスク管理体制を監査し、監査結果を代表取
締役社長に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．原則として、月1回取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令
及び定款並びに「取締役会規程」に定められた重要事項の意思決定を行う。
ｂ．取締役は、取締役会において定めた中期経営計画、単年度予算、重要事項に基づき、適
正かつ効率的に職務執行を行い、進捗状況を取締役会へ報告する。
ｃ．取締役会における意思決定を迅速に行うために、取締役及び取締役会で選任された執行
役員は、取締役会において決定した方針に基づき、経営に関する重要な事項について、事
前に十分な検討を行う。
ｄ．「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務分掌規程」等を定め、職務執行
の範囲及び責任権限を明確にする。

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．総合的な事業の発展を図るために、「関係会社管理規程」において、関係会社に関する
管理上の基本事項を定め、管理を行うとともに、状況に応じて、取締役及び監査役を派遣
し、経営状況の把握、業務の適正を推進する。
ｂ．子会社を統括する所管部門を設置し、経営目標を達成できるよう管理指導を行い、一定
の職務執行については、「関係会社管理規程」に基づき、当社の承認又は報告を行う体制
とする。
ｃ．子会社は、所管部門の指導の下、職務執行を適正かつ効率的に行える体制を整備する。
ｄ．監査役及び内部監査部門は、子会社の監査を実施し、適宜改善指導等を行う。
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は、監
査役の指揮、監督の下、職務を執行する専任の補助使用人を選任する。
ｂ．監査役の補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役の承認を要する。
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
ａ．当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項の他、監査役か
らの要請に応じて報告及び情報提供を行う。
ｂ．監査役は、取締役会、経営会議の他、重要な会議への出席、稟議書等の業務執行に関す
る重要な文書の閲覧により、職務の執行状況の把握及び報告を受けるものとし、適宜監査
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役会へ報告する。
ｃ．監査役への報告、相談を行ったことを理由として、当社及び子会社の取締役及び使用人
に対して、不利益な取扱いがされないことを徹底する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査役は、原則として月1回監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催
し、監査役相互の情報共有、協議を行う。
ｂ．監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人、内部監査
部門と相互に緊密な連携及び情報交換を行い、監査の有効性と効率性の確保を図る。
ｃ．監査役が職務の執行に係る費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該請求に係
る費用又は監査役の職務の執行に必要ではないことが明らかな場合を除き、当社が負担す
る。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年

度（2019年１月１日から2019年12月31日まで）において、その基本方針に基づき以下の具
体的な取組みを行っております。
１．主な会議の開催状況として、取締役会は17回開催され、取締役の職務遂行の適法性を確
保し、取締役の職務遂行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社
外取締役がすべてに出席いたしました。その他、監査役会は17回、リスク・コンプライア
ンス等委員会は５回開催いたしました。

２．監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び
他の取締役、内部監査担当、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を
図っております。
３．内部監査担当は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び業務の監査、
財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

７．会社の支配に関する基本方針
　特筆する事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　本事業報告に記載の金額及び株式数並びに比率は、表示単位未満を切捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,067,118 流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金
そ の 他

191,779
31,777
41,916
51,709
15,280
8,020
8,315
34,759
36,909

34,524

2,385

現 金 及 び 預 金 727,600
売 掛 金 288,169
仕 掛 品 5,639
そ の 他 45,709

固 定 資 産 216,696
有 形 固 定 資 産 30,221
　 建 物 附 属 設 備 32,541
　減 価 償 却 累 計 額 △10,449
建 物 附 属 設 備 ( 純 額 ) 22,092

　 そ の 他 37,346
　減 価 償 却 累 計 額 △29,217
　そ の 他 ( 純 額 ) 8,128 負 債 合 計 228,689
無 形 固 定 資 産 70,565 　 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 17,849 株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定

1,031,757
365,280
345,280
358,741
△37,545
23,368
23,368

の れ ん 29,137
そ の 他 23,578
投 資 そ の 他 の 資 産 115,909
投 資 有 価 証 券 15,000
差 入 保 証 金 59,599
繰 延 税 金 資 産 24,997
そ の 他 16,312 純 資 産 合 計 1,055,125
資 産 合 計 1,283,814 負債及び純資産合計 1,283,814
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連 結 損 益 計 算 書
　

〔2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで〕

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 2,509,933
売 上 原 価 1,134,914

売 上 総 利 益 1,375,019
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,209,159

営 業 利 益 165,859
営 業 外 収 益

受 取 利 息 948
受 取 手 数 料 312
受 取 補 償 金 304
そ の 他 170 1,736

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,280
自 己 株 式 取 得 費 用 992
為 替 差 損 4,513 6,787

経 常 利 益 160,808
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 13 13
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 160,795
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,289
過 年 度 法 人 税 等 6,145
法 人 税 等 調 整 額 11,631 45,066
当 期 純 利 益 115,728
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 ―
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 115,728
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連結株主資本等変動計算書
　

〔2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで〕

（単位：千円）
　

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資 本 金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2019年１月１日残高 365,280 345,280 263,837 ― 974,399 24,320 24,320 998,719
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △17,880 △17,880 △17,880
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 115,728 115,728 115,728

自 己 株 式 の 取 得 △43,290 △43,290 △43,290
自 己 株 式 の 処 分 △2,944 5,744 2,800 2,800
自己株式処分差損の振替 2,944 △2,944 ― ―
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ― △951 △951 △951

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 94,903 △37,545 57,357 △951 △951 56,405
2019年12月31日残高 365,280 345,280 358,741 △37,545 1,031,757 23,368 23,368 1,055,125
　
　

2020年03月02日 19時23分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 22 ―

貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 959,243 流 動 負 債
買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
預 り 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金

そ の 他

182,984
31,777
41,916
50,035
12,445
8,020
8,025
10,577
20,185
36,909
34,524
2,385

現 金 及 び 預 金 634,557
売 掛 金 275,161
仕 掛 品 4,491
前 払 費 用 32,717
そ の 他 12,314

固 定 資 産 307,275
有 形 固 定 資 産 21,752
建 物 附 属 設 備 24,590
減 価 償 却 累 計 額 △7,582
建 物 附 属 設 備 （純 額） 17,007
工 具、 器 具 及 び 備 品 21,082
減 価 償 却 累 計 額 △16,337
工具、器具及び備品（純額） 4,744 負 債 合 計 219,893

無 形 固 定 資 産 70,411 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 17,695 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

1,046,625

365,280

345,280

345,280

373,609

373,609

373,609

△37,545

の れ ん 29,137
そ の 他 23,578
投 資 そ の 他 の 資 産 215,111
投 資 有 価 証 券 15,000
関 係 会 社 株 式 109,367
出 資 金 50
長 期 前 払 費 用 8,262
繰 延 税 金 資 産 21,531
差 入 保 証 金 52,900
そ の 他 8,000 純 資 産 合 計 1,046,625
資 産 合 計 1,266,519 負債及び純資産合計 1,266,519
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損 益 計 算 書
　

〔2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで〕

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 2,384,847
売 上 原 価 1,154,594

売 上 総 利 益 1,230,253
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,087,319

営 業 利 益 142,933
営 業 外 収 益

受 取 利 息 9
受 取 補 償 金 304
為 替 差 益 3,287
そ の 他 46 3,648

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,281
自 己 株 式 取 得 費 用 992 2,274

経 常 利 益 144,307
税 引 前 当 期 純 利 益 144,307
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 26,654
法 人 税 等 調 整 額 11,227 37,881
当 期 純 利 益 106,426
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株主資本等変動計算書
　

〔2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで〕

（単位：千円）
　

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2019年１月１日残高 365,280 345,280 ― 345,280 288,008 ― 998,569 998,569

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △17,880 △17,880 △17,880

当 期 純 利 益 106,426 106,426 106,426

自 己 株 式 の 取 得 △43,290 △43,290 △43,290

自 己 株 式 の 処 分 △2,944 △2,944 5,744 2,800 2,800

自己株式処分差損の振替 2,944 2,944 △2,944 ― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― 85,600 △37,545 48,055 48,055

2019年12月31日残高 365,280 345,280 ― 345,280 373,609 △37,545 1,046,625 1,046,625
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2020年３月５日

アルー株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 役 員 公 認 会 計 士 平 山 謙 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 役 員 公 認 会 計 士 前 田 啓 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アルー株式会社の2019年１月１日から2019年12
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、アルー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2020年３月５日

アルー株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 役 員 公 認 会 計 士 平 山 謙 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 役 員 公 認 会 計 士 前 田 啓 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アルー株式会社の2019年１月１日から
2019年12月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
　当監査役会は、２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日までの第１７期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の結果監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、毎月開催の監査役会において、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受け、監査役間で意見交換を行う他、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び監査役会規程に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、随時質問及び意見を述べました。 又重要な会議議事録及び稟議書類等の決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に
関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び内部監査室その他
使用人等からその構築・運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から監査計画の説
明を受け、協議を行うと共に、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
　（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行については指摘すべき事項はなく、その整備･運用についても継続的な改善が図られているものと認めます。

　（2） 計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果
　 会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお、会計監査人の職務が適正に実施されてい
ることを確保するための体制については、指摘すべき事項は認められません。

2020年３月５日
アルー株式会社

常 勤 監 査 役 神 沢 學 印
監 査 役 富 永 治 印
監 査 役 和 田 健 吾 印

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の充実を図りつつ、安定
した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。かかる基本方針に基づき、
当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。
　（１）配当財産の種類
　 金銭
　（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　 当社普通株式１株につき金７円 総額17,624,600円
　（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　 2020年３月30日（月）
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第２号議案 取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

１ 落合文四郎
おちあいぶんしろう 1977年

３月22日
2001年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ

入社 1,244,200株
（注）２2003年10月 当社設立 代表取締役社長 （現任）

２ 池田祐輔
いけだゆうすけ 1978年

６月25日

2001年４月 A.T.カーニー㈱ 入社

88,500株

2003年10月 当社設立 取締役

2006年８月 ㈱ファーストキャリア 社外取締役

2009年７月 取締役 教育研修事業部長

2011年７月 取締役 商品開発部長

2013年４月 取締役
インストラクショナルデザイン部長

2014年４月 取締役 新規事業開発企画室長

2016年１月 取締役 執行役員 商品開発部長

2017年１月 取締役 執行役員
商品開発管掌・納品管掌

2018年１月 取締役 執行役員 教育研修事業管掌

2019年１月 取締役 執行役員 商品開発管掌（現任）
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候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

３ 稲村大悟
いなむらだいご 1977年

５月26日

2002年10月 朝日監査法人 入所
（現 有限責任 あずさ監査法人）

62,000株

2006年７月 公認会計士登録

2006年８月 当社入社 コーポレート部マネージャー

2012年７月 中国企画室長（兼務）

2013年７月 コーポレート部長

2015年７月 執行役員 コーポレート部長

2016年10月 取締役 執行役員 コーポレート部長

2017年１月 取締役 執行役員 海外事業開発管掌、
コーポレート管掌

2018年１月 取締役 執行役員コーポレート管掌
コーポレート部長（現任）

４ 西立野竜史
にしたてのりゅうじ 1974年

10月８日

2001年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ
入社

―株

2006年10月 ベインキャピタル・プライベート・エクイ
ティ・アジア・LLC 入社

2008年５月 TPGキャピタル㈱ 入社

2010年１月
アクソンホールディングス㈱
(現 ㈱NEUTRON )設立
代表取締役社長（現任）

2010年11月 イオン㈱ 顧問

2013年４月 ㈻東京理科大学
理事長特別補佐・特任教授

2017年７月 当社 社外取締役（現任）
（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
　 ２．落合文四郎氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティ
　 ーシクサーズが所有する株式数を含んでおります。
　 ３．西立野竜史氏は社外取締役候補者であります。また、当社が定める独立性基準を
　 満たしており、出身分野である戦略コンサルティングファームを通じて培った
　 コンサルタントとしての経験と経営に関する幅広い知見を有していることから、
　 社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
　 ４．西立野竜史氏は現在当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本総会終結の
　 時をもって２年８か月となります。
　 ５．当社は西立野竜史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おり、同氏が再任された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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　 ６．当社は西立野竜史氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
　 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

限度額は、同法第425条第１項で定める額を損害賠償責任の限度としており、同氏
の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　2019年３月28日開催の第16期定時株主総会において補欠監査役に選任された野口敏彦氏
の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名 生 年 月 日 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

野口敏
のぐちとしひこ

彦 1981年
７月２日

2006年10月 柳田野村法律事務 入所
（現 柳田国際法律事務所）

―株2012年10月
株式会社大和証券グループ本社 出向
（〜2015年10月。以降、柳田国際法
律事務所）

2017年２月 中島・宮本・溝口法律事務所
入所（現職）

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
　 ２．野口敏彦氏は補欠の社外監査役候補者であります。
　 ３．野口敏彦氏が社外監査役として就任した場合、
　 東京証券取引所に定める独立役員として届出を行う予定であります。
　 ４．社外監査役候補者の選任理由、社外監査役との責任限定契約について

（１）社外監査役候補者の選任理由
野口敏彦氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と法務
全般に関する専門的な知見を有しており、その専門的な知見を活かし、当社の社
外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。なお、
野口敏彦氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはあり
ませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるも
のと判断しております。

（２）社外監査役との責任限定契約について
野口敏彦氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締
結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、同法第４２３条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基
づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務
の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の
件

　当社の取締役報酬の額は2017年３月29日開催の第14期定時株主総会において、年額１億
円以内（うち社外取締役分年額2,000万円以内）とご承認いただいておりますが、今般、取締
役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主
の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締
役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いい
たします。
　本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えら
れる金額として、年額10百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分に
ついては、取締役会において決定することといたします。
　なお、現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可
決されますと、対象取締役は３名となります。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全
部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、こ
れにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年１万４千５百株以内（ただし、本議
案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含
む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の
普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）
とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所に
おける当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日
の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定しま
す。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結
するものとします。
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(1) 対象取締役は、譲渡制限期間において、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
（以下「譲渡制限」という。）。なお、譲渡制限期間は、約１年から約５年間までのうち取締役
会が定める期間とする。

(2) 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満
了する前に当社の取締役その他当社の取締役会で定めるいずれの地位も喪失した場合には、当
社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得
する。

(3) 当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役
会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了
した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締
役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(2)に定めるいずれの地位
も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必
要に応じて合理的に調整するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株
式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当
該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役
会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式に
ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除され
た直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定
める事項を本割当契約の内容とする。

（ご参考）
　当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と
同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以上
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北の丸スクエア
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麹町飯田橋通局

株主総会会場ご案内図
■会場
東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号
ホテルグランドパレス ３階「牡丹の間」
電話（03）3264－1111
■交通のご案内
●地下鉄「九段下駅」
東西線７番口（富士見口）より徒歩１分
半蔵門線・都営新宿線３ａ番口より徒歩３分
●ＪＲ・地下鉄「飯田橋駅」より徒歩７分
総武線・有楽町線・南北線・都営大江戸線
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